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報告第１号 

 

会 務 報 告 

 

令和５年３月１日から令和６年２月２９日に至る本会会務を 

次のとおり報告する。 

 

 

  令和 6 年 3 月 22 日提出 

 

熊本県町村監査委員協議会 

会長 登 本 玄 一 
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第１ 本会役員の異動 

 令和 5年 3 月 1日から令和 6年 2月 29 日までの本会役員の異動は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会 長） 

就     任 退     任 

年月日 氏  名 郡・町村名 年月日 氏  名 郡・町村名 

5.8.1 登本 玄一 天草郡苓北町 5.7.31 登本 玄一 天草郡苓北町 

 
（副会長） 

就     任 退     任 

年月日 氏  名 郡・町村名 年月日 氏  名 郡・町村名 

5.8.1 島田 博行 八代郡氷川町 5.7.31 島田 博行 八代郡氷川町 

5.8.1 井川 良一 葦北郡芦北町 5.3.31 竹永 正 葦北郡津奈木町 

 

(理 事) 

郡名 
就     任 退     任 

年月日 氏  名 町村名 年月日 氏  名 町村名 

葦北郡 5.4.1 井川 良一 芦北町 5.3.31 竹永 正 津奈木町 

玉名郡 5.5.12 有働 德行 和水町 5.3.31 繁松 哲也 南関町 

球磨郡 5.5.19 牛草 敏憲 五木村 5.5.19 山﨑 信治 多良木町 

阿蘇郡 5.6.1 古賀 尚年 小国町 5.5.31 吉良 充展 高森町 

   

（監 事） 

就     任 退     任 

年月日 氏  名 郡・町村名 年月日 氏  名 郡・町村名 

5.6.19 北岡あつむ 葦北郡津奈木町 5.3.31 井川 良一 葦北郡芦北町 

5.8.1 髙本 茂実 玉名郡長洲町 5.7.31 橋本 輝也 菊池郡菊陽町 

5.8.1 宮田 弘 球磨郡錦町 5.7.31 北岡あつむ 葦北郡津奈木町 
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第２ 本会事業 

１ 諸会議 

（１）本会主催 

 

開催日及び会議名 協 議 事 項 等 

令和 5年 3月 28 日 

第 30 回定期総会 

（自治会館） 

 

総会次第 

１ 開会のことば 

２ 会長挨拶 

３ 表彰 

４ 来賓祝辞 

  ① 真田 由紀子 熊本県総務部市町村・税務局長 

  ② 前田 移津行 熊本県町村会副会長 

  ③ 上田 孝   熊本県町村議会議長会会長 

５ 議長選任 

  総会議長 上益城郡益城町 戸塚 誠司 代表監査委員 

６ 議事日程 

  第１       会議録署名人の指名 

  第２ 報告第１号 会務報告 

  第３ 議案第１号 令和５年度事業計画及び歳入歳出予算 

  第４ 議案第２号 会則の一部改正 

７ 閉会のことば 

令和 5年 7月 4日 

監事会 

（自治会館） 

監査事項 

令和４年度歳入歳出決算及び会計 

令和 5年 7月 6日 

理事・郡事務局長 

合同会議 

（自治会館） 

議  題   

【協議事項】 

１ 令和４年度決算 

２ 令和５年度臨時総会・第１回熊本県町村監査委員研修会 

３ 任期満了に伴う役員選任 

【報告事項】 

４ 令和５年度会議・研修会予定 

５ 令和５年度町村監査功労者表彰式・町村監査委員全国研修会 

６ 監査必携（第四版）の見直し 

７ 公会計監査機関意見交換会議 

【その他】 
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令和 5年 7月 19 日 

臨時総会 

（自治会館） 

総会次第      

１ 開会のことば        

２ 会長挨拶 

３ 議長選任    

４ 議事日程 

第１ 会議録署名人の指名 

第２ 認定第１号 令和４年度歳入歳出決算 

５ 閉会のことば   

令和 5年 11 月 17 日 

第 2 回理事会 

（自治会館） 

議  題   

【協議事項】 

１ 令和６年度事業計画及び予算案 

２ 第３１回定期総会及び第２回熊本県町村監査委員研修会 

３ 次回の「理事・郡事務局長合同会議」 

【報告事項】 

４ 全国協議会関係事項 

５ 令和６年度地方財政 

【その他】 

令和 6年 2月 27 日 

理事・郡事務局長 

合同会議 

（自治会館） 

議  題 

【協議事項】 

１ 第３１回定期総会・第２回熊本県町村監査委員研修会 

２ 令和６年度会議・研修会予定表 

【報告事項】 

３ 全国協議会関係事項 

【監査に関する事例研究会】 

４ 和水町 

５ 小国町 

６ 五木村 

【その他】 
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（２）全国町村監査委員協議会主催 

 

開催日及び会議名等 協 議 事 項 等 

幹事会 

令和 5年 6月 29 日 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

日程第１ 報告第１号 新規加入団体 

日程第２ 協議第１号 令和５年度町村監査功労者表彰式 

及び町村監査委員全国研修会開催要領（案） 

日程第３ 協議第２号 監査必携（第四版）の見直し 

日程第４ 協議第３号 組織強化及び事務の効率化に向け

た取組 

幹事会 

令和 5年 10 月 4 日 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

日程第１ 報告第１号 本会への追加加入 

日程第２ 報告第２号 役員の異動 

日程第３ 協議第１号 令和５年度町村監査功労者表彰式

及び町村監査委員全国研修会運営要領（案） 

日程第４ 協議第２号 令和５年度町村監査功労者表彰 

名簿（案） 

日程第５ 協議第３号 令和６年度会務運営方針（案） 

日程第６ 協議第４号 令和６年度町村等監査委員に 

関する実態調査項目（案） 

日程第７ 協議第５号 監査機能の強化に関する要望（案） 

日程第８ 協議第６号 町村監査体制の充実強化に関する 

決議（案） 

幹事会 

令和 6年 1月 17 日 

（全国町村議員会館） 

古家局長出席 

日程第１ 協議第１号 第３３回定期総会日程（案） 

日程第２ 協議第２号 令和６年度事業計画及び収支予算 

（案） 

日程第３ 協議第３号 令和６年度町村等監査委員に関す 

る実態調査について（案） 

日程第４ 協議第４号 監査機能の強化に関する要望（案） 

日程第５ 協議第５号 町村監査体制の充実強化に関する 

決議（案） 

第 33 回定期総会 

令和 6年 1月 18 日 

（全国町村議員会館） 

登本会長・古家局長出席 

１．特別講演 

演題：「自治体監査に関するケーススタディ～近時の相談案

件を素材として～」 

講師：顧問 松嶋 隆弘 氏 

２．議事 

日程第１ 議事録署名人の指名 

日程第２ 報告第１号 本会への新規及び追加加入 

日程第３ 報告第２号 役員の異動 

日程第４ 議案第１号 令和４年度収支決算 
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日程第５ 議案第２号 令和６年度事業計画及び収支予算 

日程第６ 議案第３号 令和６年度町村等監査委員に関す

る実態調査について 

日程第７ 議案第４号 監査機能の強化に関する要望 

日程第８ 議案第５号 町村監査体制の充実強化に関する

決議 

日程第９ 協議第１号 実行運動方法（案） 
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監査機能の強化に関する要望 

 

全ての地方公共団体が自ら責任ある監査を実施するため、監査の独立

性・専門性を更に強化する必要がある。 

よって、下記事項の実現を強く要望する。 

 

記 

 

１ 監査委員事務局の整備 

町村の監査委員事務局を必置制とし、事務局体制を整備すること。 

 

２ 監査委員費に係る財政措置の充実 

監査委員報酬や監査委員事務局に係る費用など町村の監査委員費に 

ついて、財政措置を充実強化すること。 

 

３ 監査委員の独立性の確保  

監査を受ける者から独立して監査機能を発揮できるよう、監査委員の 

選任方法は議会による選挙とすること。 

 

令和６年１月１８日 

全国町村監査委員協議会  

第 ３ ３ 回 定 期 総 会  
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1 

 

監査機能の強化に関する要望（趣旨説明） 

１ 監査委員事務局の整備 

町村の監査委員事務局を必置制とし、事務局体制を整備すること。  

 

町村の監査委員事務局については、地方自治法第 200条第 2項により、監査委員事務局

を置くことができるとされており、必置規定とはなっていない。 

第 31次地方制度調査会答申（平成 28年 3月 16日）では、「監査委員を補助する監査

委員事務局の充実策として、専門性を有する優秀な人材の確保や研修の充実を効率的・  

効果的に行うための方策を講ずる必要がある。また、市町村が連携して事務局の共同設置

を行うことも有効な方策である。」との考え方が示されている。 

しかしながら、令和４年度の実態調査によると、監査委員事務局は調査対象町村 760  

町村のうち 303町村（39.3％）で設置されているが、残る 457町村（60.1％）では監査

委員事務局が設置されていない状況である。 

なお、監査委員事務局の共同設置については、調査時点において該当する（共同設置  

している）町村はない。 

こうした状況を踏まえ、監査の独立性・専門性を強化するためには、監査委員を補助  

する機関の法的位置付けを確立することが不可欠であり、地方自治法を改正し、町村に  

おいても監査委員事務局を必置制とすべきである。 
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2 

 

２ 監査委員費に係る財政措置の充実 

監査委員報酬や監査委員事務局に係る費用など町村の監査委員費につい

て、財政措置を充実強化すること。 

 

監査委員報酬については、常勤の監査委員においては、地方自治法第 204 条により、 

非常勤の監査委員においては、同法第 203条の２により、条例で定めるとされている。 

答申では、「監査制度の充実強化のための方策を実現する上で、監査にかける資源にも限

りがある中で、より有効な監査を効率的に実現するためには、議会の監視機能との関係も

踏まえ、監査委員等への資源配分を適正にする観点から、必要な見直しを行うべきである。」

との考えが示されている。 

しかしながら、令和４年度の実態調査によると、監査委員報酬については、調査対象  

町村 760町村のうち、識見（代表）監査委員の報酬は、 

・年額支給としている 312町村（41.1％）の平均報酬が 303,737円、 

・月額支給としている 323町村（42.5％）の平均報酬が 52,162円、 

・日額支給としている 125町村（16.4％）の平均報酬が 9,088円であり、 

議選監査委員の報酬は、 

・年額支給としている 306町村（41.1％）の平均報酬が 210,636円、 

・月額支給としている 308町村（41.3％）の平均報酬が 34,267円、 

・日額支給としている 131町村（17.6％）の平均報酬が 7,380円 

となっており、監査委員の職務の重要性やその職責に鑑みると低い水準にある。 

加えて、前述のとおり、監査委員事務局も大半の町村で設置されておらず、監査委員が

監査を行う上で最低限必要な体制が十分に整っていない厳しい状況にある。 

こうした状況の改善が図られるよう、監査委員報酬や監査委員事務局に係る費用など 

町村の監査委員費に対する交付税措置を充実強化すべきである。 

なお、法第 195条第２項で、識見監査委員を２名以上選任する条例を制定している団体

は 3町あり、法第 196条第１項で、議選監査委員を選任しない条例を制定している団体は

15 町村（１村は未施行）ある。上記 1７町における識見監査委員（代表以外）の報酬は、 

・年額支給としている 1１町（6４.7％）の平均報酬が 276,700円、 

・月額支給としている４町（23.5％）の平均報酬が 62,250円、 

・日額支給としている 2町（11.8％）の平均報酬が 15,000円である。 
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３ 監査委員の独立性の確保  

監査を受ける者から独立して監査機能を発揮できるよう、監査委員の 

選任方法は議会による選挙とすること。 

 

監査委員の選任については、地方自治法第 196 条により、長が議会の同意を得て選任 

することとされている。 

答申では、監査委員の選任方法を見直すことに関して、「現在、監査委員は、長が議会の

同意を得て選任することとされているが、監査委員の選任方法を公選とすることについて

は、監査委員として専門的な能力を有する人材の立候補が期待できるのか、また、議会に

よる選挙とすることについては、実質的なメリットがあるのか、その場合の監査委員の  

制度的な位置付けをどのように考えるのかといった課題もあることから、慎重に考える 

べきである。」との考えが示されている。 

また、監査の独立性を確保する手段に関しては、「監査主体の独立性とは、監査を受ける

者から独立して監査機能を発揮することであると考えれば、外部監査制度の充実や外部の

専門的知見の活用等、外部の視点からの監査を充実することや、監査の実施に当たっての

監査委員の権限を拡充することによって、監査の独立性の向上につながると考えられる。」

との考えが示されている。 

しかしながら、監査を受ける立場の長が自ら選任同意議案を提出する現行制度では、  

そもそも監査委員の独立性を確保することは極めて困難である。 

従って、監査委員の選任については、人選を長の裁量に係らしめない方法を採用すべき

であり、議会で一般から有為な人材を発掘して選挙する方法が考えられる。 

議会で選挙する方法については、すでに地方自治法第 182 条による選挙管理委員及び 

補充員の選挙という類似の制度が機能しているところである。 

よって、監査委員の独立性の確保を図るため、監査委員の選任方法は、地方自治法を  

改正し、選挙管理委員及び補充員の選挙と同様、議会による選挙とすべきである。 
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町村監査体制の充実強化に関する決議  

 

われわれ町村監査委員は、厳しい町村財政の中、行政に対する

住民の信頼を確保し、透明性のあるものとしていくため、日々  

研鑚を積み努力を重ねている。  

しかしながら、町村における監査体制は脆弱であり、その課せ

られた義務と責任を十分に果たすには厳しい現状にある。  

このため、監査に関する研修、事務局体制の整備及び監査委員

費の確保など監査体制の充実強化が緊急の課題である。  

本日、ここに「全国町村監査委員協議会第３３回定期総会」を

開催し、町村監査委員相互の緊密な連携のもと、決意を新たに、

下記事項の早期実現に向け、組織を挙げて邁進することを表明  

する。  

記  

 

１  監査機能の充実と監査体制を強化するため、監査委員事務局

職員を確保し、事務局体制を整備する。  

２  監査の充実を期するため、必要な監査委員費を確保し、監査

委員の職務にふさわしい報酬とする。  

３  全国の町村監査委員の声を結集するため、未加入団体の全国

協議会への早期加入を促進する。  

 

以上、決議する。  

 

令和６年１月 1８日  

全国町村監査委員協議会  

第 ３ ３ 回 定 期 総 会  
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町村監査体制の充実強化に関する決議（趣旨説明） 
 

１  監査機能の充実と監査体制を強化するため、監査委員事務

局職員を確保し、事務局体制を整備する。  

 

令和４年度の実態調査によると、監査委員事務局は調査対象町村 760

町村のうち 30３町村（39.9％）で設置しており、残る 457町村（60.1％）

では監査委員事務局が設置されていない状況である。  

さらに、すでに事務局設置済みとしている 303 町村のうち、47 町村

は規程などによる設置であって、条例による設置とはなっていないため、

これらの町村においても、きちんと条例に明記し、法的な根拠を確立   

しておくことが望まれる。  

また、監査委員補助職員の条例定数の平均は専任職員が 1.5 人、兼任

職員は 2.0 人であり、現在数は、1,5５7 人である。補助職員の内訳は、

「兼任職員」の 1,468 人が「専任職員」の 89 人を大きく上回っており、

さらに兼任職員の中でも「議会事務局との兼任」の 1,269 人が、「長部

局との兼任」の 199 人を大きく上回っている。  

なお、専任職員の条例定数の総数は 210 人となっており、現在数は、

70 人であることから、職員定数条例に規定があっても専任職員が条例  

どおりに配置されていない状況がある。  

住民のニーズが多様化・高度化し、行政の責任範囲が格段に広がり、

それに伴って自治体の自律性や自己統制能力が強く求められることと  

なり、その延長線上において監査基準が法定化された今日、監査委員の

監査責任を、専任の補助職員なしで果たしていくことは相当に難しく  

なってくる。  

よって、監査委員自ら積極的に長や議会に働きかけて理解を求める  

などして、できるだけ早期に全ての町村において、事務局を条例によっ

て設置し、補助職員の要員確保、とりわけ専任職員を確保することが   

監査機能の充実と監査体制の強化につながるものであると考える。  
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２  監査の充実を期するため、必要な監査委員費を確保し、   

監査委員の職務にふさわしい報酬とする。  

 

令和 4 年度の実態調査によると、監査委員報酬について、  

識見（代表）監査委員の報酬は、  

・年額支給としている 312 町村（41.1％）の平均報酬が 303,737 円、  

・月額支給としている 323 町村（42.5％）の平均報酬が 52,162 円、  

・日額支給としている 125 町村（16.4％）の平均報酬が 9,088 円で

あり、  

議選監査委員の報酬は、  

・年額支給としている 306 町村（41.1％）の平均報酬が 210,636 円、  

・月額支給としている 308 町村（41.3％）の平均報酬が 34,267 円、  

・日額支給としている 131 町村（17.6％）の平均報酬が 7,380 円  

となっている。  

もとより監査委員報酬の金額は、それぞれの町村の自律的な判断で  

決定すべきことであるが、監査委員には、行政全般及び財務・会計・    

経営にわたる幅広い知識や高度な判断を求められるとともに、地方公共

団体の事務の適正性の確保の要請に的確に対応することが求められて  

おり、こうした監査委員の職務の重要性やその職責に鑑みると低い水準

にある。  

加えて、前述のとおり、監査委員事務局も大半の町村で設置されて   

おらず、監査委員が監査を行う上で最低限必要な体制が十分に整って  

いない厳しい状況にある。  

よって、監査の充実を期するため、必要な監査委員費を確保すると   

ともに、特に低額である監査委員の報酬を、その職責にふさわしい報酬

とする必要があると考える。  

なお、法第 195 条第２項で、識見監査委員を２名以上選任する条例を

制定している団体は 3 町あり、法第 196 条第１項で、議選監査委員を   

選任しない条例を制定している団体は 15 町村（１村は未施行）ある。  

上記 1７町における  識見監査委員（代表以外）の報酬は、  

・年額支給としている 11 町（64.7％）の平均報酬が 276,700 円、  

・月額支給としている４町（23.5％）の平均報酬が 62,250 円、  

・日額支給としている 2 町（11.8％）の平均報酬が 15,000 円である。 
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３  全国の町村監査委員の声を結集するため、未加入団体の  

全国協議会への早期加入を促進する。  

 

令和 5 年 4 月 1 日現在、本会には 31 道府県（762 団体）及び 44 郡

協議会（126 団体）が加入している状況であり、年々加入団体は増えて

いるが、未だ全町村で構成する組織となっていない。  

一日も早く全ての町村が参画した全国組織となることが、本会の社会

的な認知度を高めるとともに、監査委員に係る処遇改善や監査制度改正

の運動などにおける実効性も増すことにもなるので、引き続き鋭意、   

加入促進を図っていく必要がある。  

他方、新規加入町村にとっても、本会に加入すれば、研修会への参加、

講師の紹介、監査功労者表彰の対象になるとともに、各道府県（郡）    

協議会での情報交換・意見交換が行いやすくなるなど様々なメリットが

ある。  

こうした意義を前面に掲げながら、全国の町村監査委員の声を結集  

するためには、様々な機会を捉えて本会への早期加入を呼び掛けていく

こととする。  
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（３）九州地区町村監査委員協議会主催 

  

開催日及び会議名等 協 議 事 項 等 

令和 5年 3 月 6日 

九州地区町村監査委員協議会 

（佐賀市・四季彩ホテル千代

田館） 

登本会長・古家局長出席 

会議次第 

１ 開会 

２ 協議会会長挨拶 

３ 地元会長挨拶 

４ 報告事項 

  ⑴ 前回の処理結果について 

  ⑵ 全国会関係事項について 

５ 協議事項 

  ⑴ 各県提出議題について 

  ⑵ 九州地区町村監査委員協議会役員の選任に 

ついて 

  ⑶ 次期開催県及び開催時期について 

  ⑷ その他 

６ 閉会 

 

２ 研修会 

（１）本会主催 

 

開催日及び研修会名 研 修 会 内 容 

令和 5年 3 月 28 日 

令和４年度 第２回 

熊本県町村監査委員研修会 

（自治会館） 

〔講演〕 

演題：「自治体監査のポイントと進め方」 

講師：静岡県富士市監査委員事務局 統括主幹 

 吉野 貴雄 氏 

令和 5年 7 月 19 日 

令和５年度 第１回 

熊本県町村監査委員研修会 

（自治会館） 

〔講演〕 

演題：「地方公営企業会計に関する監査のポイント」 

講師：公認会計士 渡部 淳一 氏 
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（２）全国町村監査委員協議会主催 

 

 

 

 

開催日 研 修 会 内 容 

令和 5年 10 月 24 日～25 日 

令和５年度 

町村監査委員全国研修会

（LINE CUBE SHIBUYA） 

 

（１日目） 

〇演題：「町村における内部統制と監査‐DX 進展に着目 

して‐」 

講師：日本大学経済学部教授 石川 恵子 氏 

 

〇演題：「監査の事務手続について」 

講師：公認会計士・税理士 鈴木 尚道 氏 

 

（２日目） 

〇演題：「住民監査請求について」 

講師：リレーション法律事務所 弁護士 

伊東 健次 氏 
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３ 調査研究 

（１）町村監査委員に関する実態調査（令和５年度） 

 

調査目的 町村における監査制度の運用及び監査委員の活動状

況等の実態を把握し、今後の監査体制の整備に資す

る。 

調査対象 ・調査時点（監査委員、監査規程等制定など） 

 令和 5年 4月 1日 

・活動調査（監査委員活動日数、監査活動実績など） 

令和 4年度（令和 4年 4月～令和 5年 3月） 

調査方法 本会が作成した調査表において、入力回答を行う。 

調査結果の公表方法 各町村に集計表を配布するとともに、本会ホームペ

ージで公表する。 

 

（２）監査制度や実務等に関する照会対応 

 

 監査制度や実務等に関する調査研究を行い、町村からの各種照会に対応した。 

 

４ 表彰 

 

表彰目的 本会の発展に寄与した者を表彰し、もって本会の振

興を促進する。 

表彰日 令和 5年 3月 28 日 

表彰方法 第 30 回定期総会において表彰した。 

表彰内容 町村監査委員として 7年以上在職者（4名） 

 葦北郡津奈木町 監査委員 竹永 正 殿 

 葦北郡津奈木町 監査委員 村上 義廣 殿 

 球磨郡多良木町 監査委員 坂口 幸法 殿 

 球磨郡相良村  監査委員 渡邊 法光 殿 

特別表彰（1名） 

 熊本県町村監査委員協議会 元副会長  

一瀬 二彌 殿 
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５ 関係団体との連携 

  

九州各県の町村監査委員協議会との情報交換、また全国町村監査委員協議会の

会議への出席等を通して、関係団体と密に連携しながら、会務運営を行った。 

 

 

６ ホームページによる情報提供 

 

目的 県内町村監査関係者に必要な情報を迅速に提供する

とともに、本会の活動を広くアピールする。 

内容 【組織】 

 本会の組織や事業の紹介、会則を掲載。 

【名簿】 

 本会の役員や各町村監査委員の氏名を掲載。 

【事業計画】 

今年度の研修会、総会などの予定を掲載。 

【活動報告】 

 本会の研修会、総会等の活動を写真入りで掲載。 

【実態調査】 

 例年行っている「町村監査委員に関する実態調査」

の集計表を、過去の分からＰＤＦ形式で掲載。 

 また、各町村の監査活動の参考に資するため、県内

町村の定期監査報告書を掲載。 

【町村監査トピックス】 

関係法令等の改正、国の審議会等の審議状況・答申

内容など、監査制度に関係する情報を随時掲載。 

【会員専用ページ】 

研修会等の写真や資料の提供など、県内町村監査関

係者のみが閲覧・利用できる。 
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令和６年度 熊本県町村監査委員協議会 事業計画 

 

１ 会務運営方針 

 

 令和６年度は、研修をはじめ、調査研究・情報交換等の諸事業を実施して、監査委員の資

質向上と監査機能の充実強化を図り、行財政運営の適法性、効率性、有用性の増進を通じて、

地方自治の進展に寄与するものとする。 

なお、会務運営にあたっては、厳しい財政事情に鑑み、徹底した事務事業の効率化に努め

るものとする。 

 

２ 諸会議 

 

（１）本会主催 

 

① 定期総会             １回（令和７年３月） 

② 臨時総会             １回（令和６年７月１７日） 

③ 理事会              ３回（令和６年７月４日、１１月２２日、 

７年２月２７日） 

④ 監事会              １回（令和６年７月２日） 

⑤ 郡事務局長会（理事会と合同）   ２回（令和６年７月４日、７年２月２７日） 

 

（２）全国町村監査委員協議会主催 

 

① 定期総会             １回（令和７年１月１７日） 

 ② 幹事会              ３回（令和６年６月２７日、１０月３日、 

７年１月１６日） 

 

（３）九州地区町村監査委員協議会    １回（令和７年３月） 

 

３ 研修会 

 

（１）本会主催 

 

   熊本県町村監査委員研修会 ２回 

     

第１回（臨時総会後開催） 

期日：令和６年７月１７日（水） 

    場所：熊本県市町村自治会館 本館２階 講堂 
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第２回（定期総会後開催） 

期日：令和７年３月 

    場所：熊本県市町村自治会館 本館２階 講堂 

 

（２）全国町村監査委員協議会主催 

 

   町村監査委員全国研修会 

    期日：令和６年１０月２２日（火）～２３日（水） 

    場所：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 

  

４ 調査研究 

 

（１）令和６年４月１日現在の「町村監査委員に関する実態調査」を行い、調査結果の情報

提供を行う。 

   

（２）監査制度や実務等に関する調査研究を行い、町村からの各種照会に対応する。 

 

５ 表彰 

 

本会表彰規程に従い、下記の者の表彰を行う。 

 

（１）町村監査委員として７年以上在職した者 

（２）町村監査補助職員として８年以上在職した者 

（３）特に正副会長として本会に功労のあった者 

 

６ 関係団体との連携 

 

九州各県及び全国町村監査委員協議会との連携を密にし、会の発展を図る。 

 

 

７ ホームページによる情報提供 

 

 本会の組織紹介や役員・監査委員の名簿、事業計画、活動報告、実態調査等についてホー

ムページに掲載することにより、県内町村監査委員をはじめ関係者に必要な情報を迅速に提

供するとともに、本会の活動を広くアピールする。 
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熊本県町村監査委員協議会会則 

 

 

平成 ５年 ３月２９日  制  定 平成２２年 ３月２４日  一部改正 

平成 ７年 ３月２９日  一部改正 平成２２年 ７月３０日  一部改正 

平成１１年 ３月２５日  一部改正 平成２４年 ７月２６日  一部改正 

平成１７年 ３月２３日  一部改正 令和 ５年 ３月２８日  一部改正 

平成１８年 ２月１７日  一部改正 

 

 

（ 名称組織 ） 

第１条 この会は、熊本県町村監査委員協議会と称し、熊本県内各町村の監査委

員（以下「会員」という。）をもって組織する。 

 

（ 事務所 ） 

第２条 この会の事務所は、熊本市東区健軍２丁目４番１０号熊本県市町村自治

会館内熊本県町村議会議長会に置く。 

 

（ 目 的 ） 

第３条 この会は、町村監査委員相互の連携を密にし、監査委員制度の適切なる

運営により公正にして民主的、能率的な自治行政を確保し、もって町村住

民の福祉増進に寄与することを目的とする。 

 

（ 事 業 ） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）目的達成に必要な諸会議の開催 

（２）監査事務に関する研修会の開催 

（３）監査に関する各種調査、研究及び資料の配布 

（４）監査委員制度に関する関係方面への陳情、請願、意見、要望書等の提出 

（５）その他目的達成上必要な事項 
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（ 役 員 ） 

第５条 この会に、次の役員を置く。 

     会   長    １名 

     副 会 長    ２名 

     理   事    ９名 

     監   事    ２名 

 

（ 役員の選任 ） 

第６条 会長、副会長は、理事の互選とする。  

  ２. 理事は各郡会長をもって充てる。ただし、郡監査委員協議会が存在しな

い郡においては、次の職をもって充てるものとする。 
（１）郡内の町村数が１つである場合は、その町村の監査委員 
（２）郡内の町村数が２つ以上である場合は、それらの町村を代表する町

村の監査委員 
３. 監事は、会員の中から理事会において選任する。 

  ４. 第１条に規定する会員でなくなったときはその職を失う。 

 

（ 役員の任期 ） 

第７条 役員の任期は２年、ただし、再任は妨げない。  

    ２. 欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３. 役員は、任期が満了したときにおいても、後任者が選任されるまでの間

は、その職務を行うものとする。  

 

（ 役員の職務 ） 

第８条 会長は、会務を総理し、この会を代表する。 

  ２. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

  ３．理事は、理事会に出席し会務に参与する。 

４. 監事は、会計を監査し、総会に報告する。 

                                                                                                                             

（ 報酬等 ） 

第９条 役員はすべて無報酬とする。但し、必要に応じて費用弁償をすることが

できる。 
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（ 会 議 ） 

第１０条 この会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。 

２．定期総会は、毎年１回開催する。 

３．臨時総会は、理事会で、会長が必要と認めたとき、又は３分の１以上

の者から要求があったとき開催する。 

４. 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は、理事の３分の１以上から

請求があったとき開催する。 

５. 総会の議長は、その都度、役員以外の中から互選する。 

６. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

７．会長において必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により

相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下

「オンライン」という。）を活用し、会議を開催することができる。 

８．前項の規定に基づき、オンラインにより出席したものは、この会則の

適用において、会議に出席したものとみなす。 

９．会長においてやむを得ない事由により会議を開くことができないと認

めるときは、書面による表決をもって会議に代えることができる。 

 

（ 定足数 ） 

第１１条 総会及び理事会は、その構成員の半数以上のものが出席しなければ開

くことができない。 

 

（ 議 決 ） 

第１２条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 

（ 総会、理事会 ） 

第１３条 総会、理事会に諮る事項は、次のとおりとする。 

（総会事項） 

（１）会則の改正 

（２）予算及び決算 

（３）この会より提出する陳情、請願に関する決議 

（４）この会の年度事業計画 

（５）その他会務運営に必要な事項 

（理事会事項） 

（１）総会で付託された事項 
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（２）予算案作成、各町村の会費に関する事項 

（３）会費の追加を伴わない補正予算の議決 

（４）軽易、或は緊急を要する陳情、請願、意見、要望書の決議 

（５）その他会務運営に必要な事項 

 

（ 経 費 ） 

第１４条 この会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。 

２. 会費は、各町村の負担とし、その金額及び納入については、毎年度こ

れを定める。 

 

（ 会計年度 ） 

第１５条 この会の会計年度は、毎年４月から翌年３月迄とする。 

 

（ 事務局 ） 

第１６条 会務を処理するため事務局を設置し、次の職員を会長が任免する。 

     事務局長１名、職員若干名 

 

 

 

 

 

附  則 

 

この会則は、平成５年３月２９日から施行し、平成５年４月１日から適用す

る。 

この会則は、平成７年３月２９日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

この会則は、公布の日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

この会則は、平成１７年３月２３日から施行する。 

この会則は、平成１８年２月１７日から施行する。 

この会則は、平成２２年３月２４日から施行する。 

この会則は、平成２２年７月３０日から施行する。 

この会則は、平成２４年７月２６日から施行する。 

 この会則は、令和５年３月２８日から施行する。 
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熊本県町村監査委員協議会表彰規程 
 
 

平成６年３月２９日制定 
 

 
第１条 この規程は、本会の発展に寄与した者を表彰し、もって本会の振興を促

進することを目的とする。 

第２条 本会は、次の各号の一に該当するものを表彰する。 

  （１）町村監査委員として７年以上在職した者 

 （２）町村監査補助職員として８年以上在職した者 

 （３）特に正副会長として本会に功労のあった者に対し特別表彰を行う。 

  ２．在職年数は中断しても、その前後は通算する。 

第３条 表彰は、理事会の選考を経て、会長が決定し定期総会においてこれを行

う。 

第４条 表彰の方法は、表彰状に記念品をそえて贈る。 

第５条 この規程の施行に関し、必要な事項は会長が定める。 

 
附  則 

 この規程は、平成６年３月２９日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 
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